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平成２９年第４回大仙市議会定例会会議録第１号

平成２９年１１月２８日（火曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２９年１１月２８日（火曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （２１日間）

第 ３ 議長報告 ・平成２９年度定期監査（テーマ別）報告書

・議会動静報告書

第 ４ 議席の一部変更

第 ５ 市政報告

第 ６ 議案第１４８号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第１４９号 大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第１５０号 大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１５１号 平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額の変

更について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第１５２号 平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計へ

の繰入額の変更について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１１ 議案第１５３号 平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第９号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１２ 議案第１５４号 平成２９年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第１５５号 平成２９年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第１５６号 平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第１５７号 平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 議案第１５８号 平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 議案第１５９号 平成２９年度大仙市上水道事業会計補正予算（第１号）

（説 明）

第１８ 議案第１６０号 平成２９年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第４号）

（説 明）

第１９ 議案第１６１号 大仙市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （説 明）

第２０ 議案第１６２号 大仙市南外多目的集会施設設置条例の一部を改正する条例の

制定について （説 明）

第２１ 議案第１６３号 大仙市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につ

いて （説 明）

第２２ 議案第１６４号 大仙市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する

ことに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

（説 明）

第２３ 議案第１６５号 太田北部墓園の指定管理者の指定について （説 明）

第２４ 議案第１６６号 太田東部墓園の指定管理者の指定について （説 明）
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第２５ 議案第１６７号 太田ふれあいの里及び太田農村体験の里の指定管理者の指定

について （説 明）

第２６ 議案第１６８号 大仙市西仙北高齢者ふれあいセンターの指定管理者の指定に

ついて （説 明）

第２７ 議案第１６９号 水沢世代交流福祉館の指定管理者の指定について（説 明）

第２８ 議案第１７０号 中淀川世代交流福祉館の指定管理者の指定について

（説 明）

第２９ 議案第１７１号 荒川福祉会館の指定管理者の指定について （説 明）

第３０ 議案第１７２号 沢内高齢者健康増進ふれあい館の指定管理者の指定について

（説 明）

第３１ 議案第１７３号 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指定管

理者の指定について （説 明）

第３２ 議案第１７４号 神岡中央公園（屋内多目的施設）等の指定管理者の指定につ

いて （説 明）

第３３ 議案第１７５号 大仙市西仙北緑地運動広場野球場等の指定管理者の指定につ

いて （説 明）

第３４ 議案第１７６号 平成２９年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更

について （説 明）

第３５ 議案第１７７号 平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）

（説 明）

第３６ 議案第１７８号 平成２９年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

出席議員（２８人）

１番 高 橋 幸 晴 ２番 小笠原 昌 作 ３番 三 浦 常 男

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 石 塚 柏 ６番 秩 父 博 樹

７番 挽 野 利 恵 ８番 冨 岡 喜 芳 ９番 本 間 輝 男

１０番 藤 田 和 久 １１番 佐 藤 文 子 １２番 小 山 緑 郎

１３番 小 松 栄 治 １４番 後 藤 健 １５番 佐 藤 育 男

１６番 古 谷 武 美 １７番 児 玉 裕 一 １８番 佐 藤 芳 雄
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１９番 髙 橋 徳 久 ２０番 橋 本 五 郎 ２１番 渡 邊 秀 俊

２２番 佐 藤 清 吉 ２３番 金 谷 道 男 ２４番 大 山 利 吉

２５番 鎌 田 正 ２６番 高 橋 敏 英 ２７番 橋 村 誠

２８番 茂 木 隆

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 佐 藤 芳 彦 教 育 長 吉 川 正 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 今 野 功 成

企 画 部 長 五十嵐 秀 美 市 民 部 長 佐 川 浩 資

健 康 福 祉 部 長 逸 見 博 幸 農 林 部 長 福 田 浩

経 済 産 業 部 長 小野地 洋 建 設 部 長 古 屋 利 彦

上 下 水 道 部 長 髙 階 仁 病 院 事 務 長 冨 樫 公 誠

教 育 指 導 部 長 伊 藤 雅 己 生 涯 学 習 部 長 安 達 成 年

総 務 課 長 福 原 勝 人

議会事務局職員出席者

局 長 伊 藤 義 之 参 事 堀 江 孝 明

主 幹 齋 藤 孝 文 主 幹 冨 樫 康 隆

主 席 主 査 佐 藤 和 人

午前１０時００分 開 議

○議長（茂木 隆） おはようございます。これより平成２９年第４回大仙市議会定例会

を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。老松市長。
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【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） おはようございます。

本日、平成２９年第４回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

はじめに、自動車検査証の有効期間が満了した公用車の運行につきまして、ご報告さ

せていただきます。

この公用車は、市消防団神岡支団の広報車であり、本年４月２９日に有効期間が満了

しております。

先般、担当者が予算の執行状況を確認したところ、いわゆる車検切れのままであるこ

とに気付き、事態が判明したものであります。

直ちに運行実態を確認したところ、車検切れの状態で、災害対応やパトロールなどの

ため１１日間、３７４ｋｍの運行が確認されたことから、大仙警察署に報告したところ

であります。

このような事態を招いたことにつきまして、深く反省するとともに、市民の皆様の信

頼を損ねる行為をしてしまいましたことを深くおわび申し上げます。

今後、同様の事態を招かないために、車両管理規程に基づく公用車の適正な管理を徹

底するとともに、職員のコンプライアンス徹底に向けた意識強化を図り、再発防止に努

めてまいります。

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

〔市長、副市長 総務部長 起立の上、礼。〕

さて、今次定例会におきましてご審議をお願いいたします案件は、条例案７件、単行

案１４件、補正予算案１０件の合計３１件であります。

このうち、国の人事院勧告を受けた国家公務員の給与改定に倣い、本市一般職などの

給与等に関する条例案及び補正予算案につきましては、本会議初日に採決をお願いする

ものであります。

このほか、準備が整い次第、西仙北地域の暁橋の補修工事請負契約の変更に係る単行

案を追加提案させていただきたいと存じます。

各案件につきまして、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして招集の挨

拶とさせていただきます。

【老松市長 降壇】
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午前１０時０３分 開 議

○議長（茂木 隆） これより本日の会議を開きます。

○議長（茂木 隆） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（茂木 隆） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において８番冨岡喜芳君、

９番本間輝男君、１０番藤田和久君を指名いたします。

○議長（茂木 隆） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月１８日までの２１日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって、会期は２１日間と決定いたしまし

た。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

平成２９年度定期監査（テーマ別）報告書が市監査委員から提出されております。ま

た、９月定例会初日から昨日までの議会動静報告書を、別添お手元に配付のとおり報告

いたします。

なお、１１月１３日に開催されました議会改革推進会議において、同委員長に小山緑

郎君、副委員長に髙橋徳久君が選出されましたので報告いたします。

○議長（茂木 隆） 日程第４、議席の一部変更を議題といたします。

会派の所属議員の変更に伴い、議席の一部変更が生じましたので、お手元に配付して

おります議席の一部変更一覧表（案）のとおり変更いたしたいと思います。

お諮りいたします。お手元に配付しましたとおり、議席の一部を変更することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって、お手元に配付しましたとおり議席

の一部を変更することに決しました。

それでは、ただいま決定いたしました議席にそれぞれお着き願います。

この際暫時休憩いたします。

【議席の一部変更後 新議席】

１番 高 橋 幸 晴 ２番 小笠原 昌 作 ３番 三 浦 常 男

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 石 塚 柏 ８番 冨 岡 喜 芳 ９番 本 間 輝 男

１０番 藤 田 和 久 １１番 佐 藤 文 子 １２番 小 山 緑 郎

１３番 小 松 栄 治 １４番 後 藤 健 １５番 佐 藤 育 男

１６番 古 谷 武 美 １７番 児 玉 裕 一 １８番 佐 藤 芳 雄

１９番 髙 橋 徳 久 ２０番 橋 本 五 郎 ２１番 渡 邊 秀 俊

２２番 佐 藤 清 吉 ２３番 金 谷 道 男 ２４番 大 山 利 吉

２５番 鎌 田 正 ２６番 高 橋 敏 英 ２７番 橋 村 誠

２８番 茂 木 隆

午前１０時０６分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時０６分 再 開

○議長（茂木 隆） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（茂木 隆） 日程第５、市長から市政報告の申し出がありますので、これを許し

ます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 平成２９年第４回大仙市議会定例会にあたり、諸般の状況について

申し上げます。

はじめに、７月、８月の大雨災害の復旧状況等についてであります。

市災害復旧本部では、８月２４日開催の第１回会議に続き、９月２６日の第２回会議

において復旧状況やスケジュールの確認、１０月３０日の第３回会議において災害義援
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金の配分や市単独の被災者生活再建支援金等について協議しております。これまで本市

に寄せられた義援金は、１１月２２日現在、県から配分される分と合わせ総額１億５７

１万円となっており、お寄せいただいた多くの善意に対しまして、この場をお借りし、

厚く御礼を申し上げる次第であります。

なお、この義援金及び生活再建支援金については、１１月１３日に対象となる方へご

連絡し、１２月上旬にお渡しする予定であります。

被災した市管理河川及び市道の復旧については、公共土木施設災害復旧事業に１０２

件を申請し、１１月１７日の国の第９次災害査定時点で９８件の事業費が決定しており

ます。内訳は、河川が３３件、２億８，６５０万円、道路・橋梁が６５件、７億

４，２６１万円で総額１０億２，９１１万円となっており、緊急度の高い箇所から、順

次、工事発注に向け準備を進めてまいります。

国、県管理の河川改修については、１０月２日の議員全員協議会でも申し上げました

が、雄物川の改修では、９月２６日、国土交通省から「河川激甚災害対策特別緊急事

業」の実施が発表され、平成３４年度までの概ね５年間で約２１８億円の事業費が予算

配分されることとなっております。本市では、神宮寺、寺館・大巻、強首、中村・芦沢、

岩瀬・湯野沢及び物渡の各地区で築堤工事が実施されるとともに、本年度は、災害対策

等緊急事業推進費５億８，０００万円が予算措置され、福部羅地区の堤防嵩上げ工事等

が実施されると伺っております。

県管理河川の改修については、１０月１６日、県庁に佐竹知事を訪ね、福部内川、土

買川、淀川及び楢岡川等の改修や堤防の嵩上げ等について要望活動をしております。そ

の後、県から被害の大きい協和地域の川原地区については、国の事業を活用し、本年度

から平成３２年度までの４年間で集中的に事業を実施し築堤の完成を目指すと伺ってお

ります。

内水対策については、市街地の被害が大きかった大曲地域の３カ所で常設排水ポンプ

の増設を計画しており、今次定例会に予算の補正をお願いしております。

農林業における復旧については、第３回定例会でご承認いただいた「農業経営等復旧

・再開支援事業」について、１０月２日から各支所において申請受付を開始し、１１月

１５日現在、農作物関係で３２４件、農業用機械・施設関係で４７件を受け付けており

ます。このうち、主要品目である水稲・大豆については、次年度の種子購入等の助成に

対し１５０件、園芸作物については、市単独の経営支援である「野菜・花き被災生産者
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給付金」に対し６１件の申請があり、被災生産者の経営再開支援を進めております。

農地・農業用施設については、補助災害復旧事業では１１月１４日の国の第７次査定

時点で５２件の申請のうち５１件、総額３億７，４８１万円の事業費が決定し、順次、

工事発注を進めてまいります。

また、県営ほ場整備事業は、協和地域下淀川地区などの被災地区では復旧工事と本年

度予定の整備が並行して実施されており、来年度以降の事業推進に影響が出ないよう予

算確保に向けて国・県に対し要望してまいります。

国の復旧事業の対象とならない農地等の小規模災害への復旧支援については、１１月

２１日現在、４４２件、総額９，０８２万円の事業費が申請されております。

林業関係については、補助災害復旧事業では１１月１４日の第４次査定をもって国の

災害査定が終了し、１６件、総額１億８，４５５万円の事業費が決定しており、順次、

工事発注を進めてまいります。

上下水道に係る復旧については、協和南部地区簡易水道施設、協和中央浄化センター、

峰吉川及び白岩地区の農業集落排水施設について、１０月２５日までに国の災害査定が

終了し、年度内の完了を目指して工事発注を進めてまいります。

市内商工事業者の事業再開支援については、１１月１５日までに４０件の申請を受け

付けており、補助金の決定総額は８７１万円となっております。

引き続き、迅速な復旧に向けて、組織体制の強化も図りながら全力で取り組んでまい

ります。

次に、９月・１０月の台風等による被害状況についてであります。

９月１８日の秋田県沖を通過した台風１８号、１０月２３日の岩手県沖を通過した台

風２１号及び１０月３０日の急速に発達した低気圧による暴風では、幸い人的な被害は

なかったものの、屋根トタンの剥離や倒木等の被害が市内各地域で発生しております。

被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

被害については、台風１８号では、中仙、太田地域を中心に、住家４棟と事業所２棟

の屋根トタンや外壁の剥離、公共施設被害６棟、選挙の掲示板や看板、ごみ集積所等の

損傷４９カ所、倒木５７本、ビニールハウスのビニール剥離４棟、停電６０戸、道路の

通行止め６カ所となっております。

台風２１号では、中仙地域を中心に、住家２棟の屋根トタンの剥離、外壁破損など公

共施設被害４棟、非住家被害２棟、倒木１０本、ビニールハウスのビニール剥離３棟、
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果樹落下被害４件、道路の通行止め１カ所となっております。

１０月３０日の暴風では、市内で本年最高となる瞬間最大風速２３．４ｍを計測し、

中仙地域において非住家被害１棟のほか、倒木４本、果樹被害１件、ビニールハウスの

ビニール剥離１棟、道路の通行止め１カ所となっております。

いずれの被害も現在は、生活に影響のある倒木等は処理され、通行止め等は解消され

ております。

次に、雪対策についてであります。

本格的な降雪時期を前に、市民、事業所、行政が一丸となって雪に立ち向かう機運を

高めるため、１１月１日、大曲市民会館において「『ゆき・まち』だいせん２０１７」

を開催しております。これは、昨年度、それぞれ実施した「雪シンポジウム」と「除雪

等合同出動式」を同日開催したもので、当日は、道路除雪業者、除雪ボランティア「大

仙雪まる隊」など２６７人が参加し、雪対策における先進的な取り組みをされている鶴

岡市三瀬地区自治会による講演や、除雪等の合同出動式を行っております。
さ ん ぜ

新たな雪対策事業として平成２７年度から取り組んでいる「地域提案型自治会等雪対

策モデル事業」については、これまで事業を実施した自治会等からの意見を取り入れな

がら内容を検証・改善し、本年度「地域協働雪対策事業」として本格的にスタートして

おります。１０月末現在で１７の団体から事業計画が提出され、このほど交付決定を

行ったところであります。

また、「高齢者等雪対策総合支援事業」については、１０月末現在で７３１世帯から

利用申請があり、随時、利用決定を行っております。申請内容の内訳は、間口除雪の申

込みが４３７世帯、雪下ろし事業者の割当て希望が４５２世帯となっており、これに対

応する雪下ろし登録事業者は１０８事業者となっております。

道路除雪事業については、本年度も大曲地域を除く７地域においてプロポーザル方式

により選定された７共同企業体及び従来どおり選定された大曲地域１８法人の計２５経

営体と、１０月３１日付けで業務委託契約を締結しております。

次に、部局ごとに諸般の報告を申し上げます。

はじめに、総務部関係についてであります。

職員採用試験については、「大学卒業程度」では、各職種合わせて１０５人の申し込

みがあり、最終合格者は一般事務職上級１５人、上級土木１人、社会福祉士１人、職務

等経験者２人の計１９人としております。
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また、「短大・高校卒業程度」では、各職種合わせて３７人の申し込みがあり、最終

合格者は一般事務職初級５人、初級土木１人の計６人としております。

アーカイブズについては、１０月１日、長崎県佐世保市において開催された「第２９

回住生活月間中央イベント」の記念式典において、「大仙市公文書館（アーカイブズ）

設置事業」が国土交通省住宅局長表彰を受けております。今回の受賞は、空き建築物と

なった旧双葉小学校を東北初となる市立公文書館に活用することにより、歴史的公文書

や地域史料の保存、一般公開を通じて地域活性化を図っていることが認められたもので

あります。

次に、企画部関係についてであります。

男女共同参画については、平成１９年１１月の「男女共同参画都市」宣言から本年で

１０周年の節目を迎えております。これにあたり市では、ワーク・ライフ・バランスを

実践し、全職員が仕事と家庭を両立させ、いきいきと活躍できる職場環境づくりを推進

することを目的に、９月２２日、市の幹部職員８９人による「大仙市イクボス宣言」を

行っております。

今後も更なる組織の活性化と意識啓発を図るとともに、市内の事業所等へもワーク・

ライフ・バランスの推進に向けて働きかけを行ってまいります。

また、１１月２６日には仙北ふれあい文化センターを会場に、約２５０人が参加し

「男女共同参画都市宣言１０周年記念フォーラム」を開催しております。フォーラムで

は、市の基幹産業である「農業」に着目し、農業の６次産業化や情報発信を実践してい

る方々による講演やパネルディスカッションなどを行っております。

このたびの１０周年を契機に、男女がともに輝き活躍できる環境づくりを一層推進し

てまいります。

次に、市民部関係についてであります。

安全・安心なまちづくりについては、防犯、防災、青少年健全育成、交通安全の各分

野の関係団体の協力をいただき、１０月２０日に大曲市民会館において約４００人が参

加し「大仙市安全安心推進集会」を開催しております。

個人８人と１団体に対する功労者表彰のほか、７月の大雨災害で尽力された個人７人

と３団体に対しての特別表彰や、秋田県警察本部生活安全部長の渡部信雄氏による講演
わたなべ の ぶ お

などを行っております。

次に、健康福祉部関係についてであります。
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「秋田からつながれ！つらなれ！長寿の輪」を大会テーマに、９月９日から１２日ま

で４日間の日程で開催された「第３０回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋

田２０１７）」については、県内１７市町村を会場に延べ５２万人が参加し、２６種目

のスポーツ、文化交流大会や各種イベント等が行われました。このうち、本市ではグラ

ウンド・ゴルフ及び将棋の２種目の交流大会が行われ、全国から参加した選手同士はも

ちろん、地元の中学・高校生、市民とも様々な形で交流を深めていただきました。また、

大会運営にあたっては、競技主管団体をはじめボランティアや関係者の協力のもと、ほ

ぼ日程どおり成功裏に終了しております。

敬老会については、９月１日の太田、神岡地域を皮切りに１５会場で開催し、

３，９１４人の皆様から参加いただいております。

金婚式については、１０月２５日に、仙北ふれあい文化センターを会場に開催し、結

婚５０周年を迎えられた７２組のご夫婦を祝福しております。

７月の大雨により床上浸水の被害を受け、園舎の使用が不可能となった淀川保育園に

ついては、９月３０日をもって閉園の手続きが完了しております。在園児１９人は、７

月２５日から協和保育園で保育を受けており、この度の閉園により、１０月１日から正

式に協和保育園児として保育園生活を送っております。

次に、農林部関係についてであります。

平成３０年産の米の生産調整の対応については、市のスケジュールとして、１２月上

旬に県が提示する県全体の「生産の目安」を踏まえ、市全体の目安を算定し、１２月

２２日開催の市農業再生協議会での承認を経て、平成３０年１月中には、ＪＡ等集荷業

者へ平成３０年産の「生産の目安」として通知することとしております。これを受け集

荷業者においては、農業者ごとに「生産の目安」を算定し提示することとしており、市

といたしましては、引き続き生産調整の実効性を確保するため、ＪＡ等と連携を深め、

農業者が計画的な生産が行えるよう環境づくりに努めてまいります。

１０回目となる「大仙農業元気賞」については、１０月１２日に大曲地域の夫婦１組、

中仙地域の個人１人の計３人を表彰しております。これまで受賞された３１人と同様、

地域農業をけん引する若手農業者として、更なる活躍を期待しております。

１３回目となる「大仙市秋の稔りフェア」については、１０月２１日と２２日の両日、

大曲ヒカリオと花火通り商店街を会場に開催しております。２１日にＪＲ大曲駅で行わ

れた「大曲エキまつり」との相乗効果もあり、３万４千人の来場をいただき、多くの市
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民から稔りの秋を楽しんでいただいております。

次に、経済産業部関係についてであります。

１０月１４日と１５日の両日、ＪＲ大曲駅前・花火通り商店街周辺及び大曲市民会館

を会場に開催した「新・秋田の行事ｉｎ大仙２０１７」については、ユネスコ無形文化

遺産に登録された角館・土崎・花輪の「山・鉾・屋台行事」をはじめ、県内各地の伝統
ほこ

芸能や祭りが盛大に披露されております。また、同時開催した「大曲の花火秋の章」に

ついては、夏の全国花火競技大会と同じ会場で初めて開催し、３万８千人の観客から秋

田の祭りを表現した花火など多彩な演出の花火ショーを楽しんでいただいております。

両イベントを同時開催としたことで大手旅行会社などによる観光ツアーも数多く企画

され、２日間で来場された１０万３，５００人の観客に、本市と秋田の魅力的な観光資

源を十分に発信できたものと考えております。

１３回目となる「大仙市技能功労者表彰」については、１０月１７日、推薦団体や議

員各位をはじめ多数の方々の出席をいただき、永年にわたり本市産業の発展に尽力され

た優れた技能を持つ建築大工業、管工事業、さく井工事業、とび工事業の４分野から４
せい

人の方々を表彰しております。

韓国唐津市との友好交流については、私をはじめ市議会、大曲商工会議所、市商工会、
たんじん

ＪＡ秋田おばこ、市観光物産協会、刈和野大綱引保存会の代表者等による訪問団２２人

が１０月２９日から１１月１日まで唐津市を訪れ、両市の「友好交流に関する協定」締

結１０周年記念事業に参加しております。今回の訪問では、記念式典への出席や機池市
き じ

綱引き博物館で開催されている「刈和野の大綱引き特別展」の視察を通じて両市の親交

を更に深めるとともに、経済交流を推進するための「経済交流会議」を初めて開催し、

新しい分野における交流についても検討を開始したところであります。

１０回目となる「大仙市首都圏企業懇話会」については、１１月２０日に東京都にお

いて、本市に縁のある企業関係者や進出済み企業の本社などから３５人の出席をいただ

き、地元選出の国会議員、ふるさと会役員、市議会議員、商工団体やＪＡ秋田おばこの

方々など合わせて７６人が参加し開催しております。懇話会では、花火産業構想と株式

会社花火創造企業の取り組みについて、大曲商工会議所の佐々木会頭と花火創造企業の

小松社長から講演をいただいたほか、市政報告や企業支援策の紹介及び参加企業の現状

などについて情報交換を行っております。

なお、花火産業構想における施策の一つである、地場産の間伐材を用いた花火玉の原
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料開発については、旧西仙北スキー場跡地に炭焼き窯、テント等を設置し、１０月１２

日から市観光物産協会が地場産のアカマツで木炭の製造を開始しております。秋田県立

大学の協力を得ながら安定した松炭の製造方法を確立し、年度内に株式会社花火創造企

業へ供給する予定となっております。

次に、建設部関係についてであります。

第１回定例会で請負契約締結をご承認いただいた西仙北地域の暁橋橋梁補修工事につ

いては、橋の舗装部のはぎ取り工事を実施し内部を確認したところ、損傷状況が想定の

範囲を超えており、契約の増額変更が必要となったことから、今次定例会において当該

工事の変更契約締結に係る議案について追加提案をお願いすることとしております。

次に、教育委員会の教育指導部関係についてであります。

本年で５年目となる「だいせん防災教育『生き抜く力育成』事業」については、事業

の柱の一つである避難所開設訓練を１０月２６日に太田中学校を会場に実施しており、

太田地域の各自主防災組織、中学生サミットのメンバーなど約３２０人が参加しており

ます。非常時に有効なパーテーションの設置や炊き出しなど、日本赤十字社秋田県支部

及び太田分区との連携により実践的な訓練を実施したほか、元釜石市消防防災課長の末

永正志氏より、東日本大震災時に避難所を運営した経験をもとに「東日本大震災からの

教訓」と題した講演をいただいております。

なお、これまでの取り組みを参考に、７月２日には平和中学校が、１０月３１日には

大曲中学校が地域住民や関係機関と連携し、シェイクアウトや避難所開設に係る訓練を

実施しております。

次に、生涯学習部関係についてであります。

第３９回全県５００歳野球大会については、９月１６日から２１日までの５日間、神

岡野球場を主会場に市内１８会場で開催され、全県各地から過去最多となる１８５チー

ムが参加し、熱戦が繰り広げられました。台風１８号の影響により日程を１日順延いた

しましたが、無事に大会を終了しております。なお、本大会の上位チームは、来年の第

２回全国５００歳野球大会への出場権を得られることとなっております。

旧池田氏庭園については、洋館が１０月２０日に開催された国の文化審議会において、

「旧池田家住宅洋館」として国の重要文化財に指定すべきとの答申がされており、今後、

文化庁内での事務手続きを経て、年内には官報告示により正式に指定される見通しと

なっております。指定されますと、市内の重要文化財建造物は、明治４１年に指定され
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た「古四王神社本殿」に次いで２件目となります。指定に際して、これまでご協力いた

だいた皆様に御礼を申し上げますとともに、建造物としての高い価値を評価された洋館

について、一層の普及広報活動を推進し、交流人口の拡大に活かしてまいりたいと存じ

ます。

「大曲新人音楽祭コンクール」の後継事業として、本年度初開催となる「大仙市音楽

祭」については、地元音楽団体や仙台フィルハーモニー管弦楽団などの協力をいただき、

１１月３日から５日までの３日間、大曲市民会館を会場に開催しております。初日は、

赤ちゃんを連れた多くの子育て世代が訪れた「０歳からのオーケストラ」をはじめ、蔦

バレエ研究所の公演や楽器演奏クリニック、２日目は、市内全中学生を対象としたオー

ケストラ鑑賞や大曲中学校吹奏楽部の公演、そして最終日は、地元吹奏楽４団体による

合同演奏が行われ、フィナーレを飾る「市民のためのオーケストラ」では５２０人がそ

の音色に魅了されております。３日間で延べ約４千人の方々に「音楽のまち大仙」の芸

術の秋を堪能いただいております。

最後に、平成３０年度当初予算編成について申し上げます。

来年度は、私のもとで編成する初めての当初予算であり、市全体を元気にするまちづ

くりを一層進めていくこととしております。

また、本年度発生した災害の復旧事業を迅速に進めながら、災害対応力の強化に最優

先に取り組むほか、人口減少対策や公共施設の老朽化対策など、様々な課題の解決と市

民生活の向上を目指して、効果的な予算編成に努めてまいります。

主な事業としては、災害復旧対策に係る内水排除機能の強化や本年度からの継続事業

である「（仮称）花火伝統文化継承資料館」の建設事業、広域消防本部改築事業のほか、

地域の魅力を活かす事業への取り組みを予定しており、一般会計の当初予算総額は、現

時点の推計で本年度を下回る４４０億円前後になるものと見込んでおります。

一方、普通交付税における合併特例措置額の段階的な減少に加え、財政調整基金を財

源調整や災害復旧への対応として活用していることなどから、一般財源の確保に苦慮し

ており、事業内容の見直しや事務事業の必要性などの検証を進めながら、地域全体の成

長力の向上と適切な財政運営の両立を図ってまいりたいと考えております。

なお、予算編成においては、「災害復旧対策の推進」「身の丈に合った予算編成」の

２点を基本的な考え方とし、「防災減災対策の推進と都市基盤の整備」「少子化・人口

減少対策」「大仙らしさ（地域資源）の活用」「地域のひとづくり」及び「だいせんラ
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イフの確立と発信」の五つの視点に基づいて編成作業に取り組んでまいります。

以上、諸般の状況を申し上げましたが、これ以外のものについては、別添のとおり報

告させていただきます。

今後とも市民の皆様並びに議員各位のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ

まして、市政報告とさせていただきます。

【老松市長 降壇】

○議長（茂木 隆） 日程第６、議案第１４８号から日程第１６、議案第１５８号までの

１１件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。今野総務部長。

【今野総務部長 登壇】

○総務部長（今野功成） 議案第１４８号、大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．１、議案書をご覧願います。

１ページから１５ページまでをお願いいたします。

本案は、人事院勧告を受けた国家公務員の給与改定が行われることから、これに倣い

まして一般職の給与を改定するものであります。

平成２９年度分につきましては、給料を平均０．２３％、１２月期の勤勉手当につい

て０．１カ月分を引き上げ、平成３０年度分については、６月期と１２月期の勤勉手当

の支給配分の見直しを行うものであります。

平成２９年度分につきましては、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用

とし、平成３０年度分につきましては、平成３０年４月１日から施行するものでありま

す。

１６ページから１９ページまでをお願いいたします。

議案第１４９号、大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例並びに議案第１５０号、大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等

の一部を改正する条例の制定につきまして、一括してご説明申し上げます。

本２案は、一般職と同様に国の給与改定に倣いまして、議員並びに常勤特別職に係る

平成２９年１２月期の期末手当を０．０５カ月分引き上げるとともに、平成３０年度期

末手当の支給配分の見直しを行うものであります。
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平成２９年度の期末手当の引き上げは公布の日から、平成３０年度期末手当の支給配

分の見直しにつきましては、平成３０年４月１日から施行するものであります。

２０ページと２１ページになります。

議案第１５１号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額の変更につ

いて及び議案第１５２号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計へ

の繰入額の変更につきまして、一括してご説明申し上げます。

本２案は、平成２９年度事業会計に一般会計から繰り入れる事業資金の上限額を改め

るものであります。

議案第１５１号の公共下水道事業特別会計につきましては、７億５，３３２万６千円

以内から７億５，９８９万１千円以内に、議案第１５２号の特定環境保全公共下水道事

業特別会計につきましては、４億５，１１５万９千円以内から４億５，１６５万７千円

以内に、それぞれ改めることにつきまして、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を

お願いするものであります。

続きまして、お手元の資料Ｎｏ．２「大仙市補正予算〔１２月補正①〕」をご覧願い

ます。

１ページになります。

議案第１５３号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第９号）について、ご説明

申し上げます。

今回の補正予算は、人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費などにつきまして補正を

お願いするものであり、歳入歳出の予算総額にそれぞれ１億５，５０２万６千円を追加

し、補正後の予算総額を５０６億５，７７８万９千円とするものであります。

それでは、補正予算の概要について、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し

上げます。

８ページをお願いいたします。

１９款繰越金は、前年度繰越金として１億５，５０２万６千円の補正であります。

次に、歳出について、ご説明申し上げます。

１款議会費の議員報酬・期末手当及び共済費は、報酬及び人事院勧告に倣った期末手

当分として１７６万９千円の補正であります。

次に、一般職及び常勤特別職に係る人件費でありますが、１款議会費から、１８ペー

ジの１０款教育費までの職員人件費、特別職人件費及び各特別会計繰出金につきまして
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は、人事院勧告や人事異動及び共済費の負担金率改正に伴い、総額で１億５，３２５万

７千円の補正であります。

続きまして、特別会計について、ご説明申し上げます。

今回の各特別会計の補正予算は、一般会計同様、給与改定及び人事異動等に伴う職員

人件費の補正として、歳入は繰入金、歳出は総務費や事業費などにつきまして補正をお

願いするものであります。

２３ページをお願いいたします。

議案第１５４号、平成２９年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、歳入歳出の予算総額にそれぞれ７５１万５千円を追加し、補正後の予

算総額を１０５億９，９９９万１千円とするものであります。

３３ページをお願いいたします。

議案第１５５号、平成２９年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、歳入歳出の予算総額にそれぞれ１８７万１千円を追加し、補正後の予算

総額を８億４，８８０万８千円とするものであります。

４３ページをお願いいたします。

議案第１５６号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、歳入歳出の予算総額にそれぞれ６５９万７千円を追加し、補正後の予算

総額を１８億２，３４７万５千円とするものであります。

５３ページをお願いいたします。

議案第１５７号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）につきましては、歳入歳出の予算総額にそれぞれ５６万６千円を追加し、補

正後の予算総額を８億４，７２２万４千円とするものであります。

６３ページをお願いいたします。

議案第１５８号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出の予算総額からそれぞれ１４１万９千円を減額し、補正後の

予算総額を１４億２，７３３万６千円とするものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【今野総務部長 降壇】

○議長（茂木 隆） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第１４８号から議案第１５８号までの１１件は、

議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１７、議案第１５９号及び日程第１８、議案第１６０

号の２件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。髙階水道局長。

【髙階水道局長 登壇】

○水道局長（髙階 仁） 議案第１５９号及び議案第１６０号の提案理由についてご説明

申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．２「大仙市補正予算〔１２月補正①〕」をご覧願います。

７３ページになります。

議案第１５９号、平成２９年度大仙市上水道事業会計補正予算（第１号）につきまし

ては、給与改定及び人事異動に伴う職員給与費の減額補正であります。

内訳でありますが、第２条につきましては、平成２９年度大仙市上水道事業会計予算

第３条に定めた収益的支出予定額のうち、第１款上水道事業費用第１項営業費用を

２０２万円減額補正し、補正後の額を６億１，５２７万４千円とし、支出の総額を６億

５，８９９万７千円とするものであります。

第３条につきましては、予算第９条に定めた経費の職員給与費を２０２万円減額補正

し、補正後の額を１億６，１８４万６千円とするものであります。

７４ページをお開き願います。

第２条の補正予定額２０２万円の減額の内訳につきましては、給与改定による増及び

人事異動による減が主なもので、職員２１名分の給料、手当、法定福利費及び退職手当

組合納付金の増額及び減額であります。

次に、７６ページをお開き願います。

第３条の補正予定額２０２万円の減額の内訳につきましては、職員２１名分の給料

１９万円の減額、期末、勤勉、扶養手当など１６７万４千円の減額、法定福利費１５万

６千円の減額であります。

続きまして、議案第１６０号、平成２９年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第４
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号）をご説明申し上げます。

同じく資料Ｎｏ．２、補正予算書の８５ページをお開き願います。

今回の補正につきましては、給与改定及び人事異動に伴う職員給与費の減額補正であ

ります。

内訳でありますが、第２条につきましては、平成２９年度大仙市簡易水道事業会計予

算第３条に定めた収益的支出予定額のうち、第１款簡易水道事業費用第１項営業費用を

１，１０３万５千円減額補正し、補正後の額を１０億４，５８５万２千円とし、支出の

総額を１２億５，１５９万７千円とするものであります。

第３条につきましては、予算第９条に定めた経費の職員給与費を１，１０３万５千円

減額補正し、補正後の額を７，８４７万４千円とするものであります。

８６ページをお開き願います。

第２条の補正予定額１，１０３万５千円の減額の内訳につきましては、給与改定によ

る増及び人事異動による減が主なもので、職員９名分の給料、手当、法定福利費及び職

員手当組合納付金の増額及び減額であります。

次に、８８ページをお開き願います。

第３条の補正予定額１，１０３万５千円の減額の内訳につきましては、職員９名分の

給料４９６万円の減額、期末、勤勉、扶養手当など３８８万４千円の減額、法定福利費

２１９万１千円の減額であります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【髙階水道局長 降壇】

○議長（茂木 隆） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第１５９号及び議案第１６０号の２件は、建設水

道常任委員会に付託いたします。

○議長（茂木 隆） この際、常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。再開時刻は、

後程ご連絡いたします。

午前１０時５１分 休 憩
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…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５９分 再 開

○議長（茂木 隆） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（茂木 隆） 日程第６、議案第１４８号から日程第１０、議案第１５２号までを

再び議題といたします。

本５件に関し、各委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい。

【２３番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

当常任委員会に審査付託となりました事件につきまして、本会議休憩中に委員会を開

催し、関係部長等の出席を求め、慎重審査いたしましたので、その経過及び結果につい

てご報告いたします。

議案第１４８号「大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」は、質疑において、委員から「臨時・嘱託職員の賃金について、今回の一

般職の改定に準じて上げることはできないのか。国でも臨時職員の待遇については、改

善するよう言われているが、検討したことがあるのか。」との質問には「今回は一般職

であり、臨時職員等はない。平成３２年度には、臨時職員も手当を支給することになる

ことにあわせ、待遇について検討してまいりたい。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

次に、議案第１４９号「大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」及び議案第１５０号「大仙市長及び副市長の給与及

び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の２件は、一括して審査

いたしました。

当局の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、

本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません
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か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【２３番 金谷道男議員 降壇】

○議長（茂木 隆） 次に、建設水道常任委員長７番石塚柏君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい。

【７番 石塚柏議員 登壇】

○建設水道常任委員長（石塚 柏） ご報告いたします。

休憩前の本会議において、当委員会に審査付託となりました事件につき、本会議休憩

中に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その

経過及び結果について、ご報告いたします。

議案第１５１号「平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額の変更につ

いて」及び議案第１５２号「平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計

への繰入額の変更について」の２件につきまして、この後に報告する議案第１５３号及

び議案第１５６号から議案第１５８号までの４件と関連することから、一括で審査いた

しました。

当局からの内容説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をも

ちまして、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【７番 石塚柏議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、議案第１４８号から議案第１５２号までの５件を一括して採決いたします。

本５件に対する委員長報告は原案可決であります。本５件は、委員長報告のとおり決す



- 23 -

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本５件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１１、議案第１５３号から日程第１８、議案第１６０

号までを再び議題といたします。

本８件に関し、各委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長２３番金谷道男君。

（「はい、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい。

【２３番 金谷道男議員 登壇】

○総務民生常任委員長（金谷道男） ご報告いたします。

議案第１５３号「平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第９号）」、議案第１５４

号「平成２９年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」及び議案第

１５５号「平成２９年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の３件に

つきましては、当局の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致

をもちまして、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【２３番 金谷道男議員 降壇】

○議長（茂木 隆） 次に、建設水道常任委員長７番石塚柏君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） はい。

【７番 石塚柏議員 登壇】

○建設水道常任委員長（石塚 柏） ご報告いたします。

はじめに、議案第１５３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する補正予

算及び議案第１５６号「平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２
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号）」から議案第１５８号「平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」までの４件につきましては、先に報告した議案第１５１号及び議案第

１５２号の２件と一括で審査いたしました。

当局からの補正内容の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一

致をもちまして、本４件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第１５９号「平成２９年度大仙市上水道事業会計補正予算（第１号）」及

び議案第１６０号「平成２９年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第４号）」の２件

につきましては、関連することから一括で審査いたしました。

当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をも

ちまして、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（茂木 隆） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 質疑なしと認めます。

【７番 石塚柏議員 降壇】

○議長（茂木 隆） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） 討論なしと認めます。

これより、議案第１５３号から議案第１６０号までの８件を一括して採決いたします。

本８件に対する委員長報告は原案可決であります。本８件は、委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって本８件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（茂木 隆） 次に、日程第１９、議案第１６１号から日程第３６、議案第１７８

号までの１８件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。今野総務部長。

【今野総務部長 登壇】
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○総務部長（今野功成） 議案第１６１号、大仙市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。

資料Ｎｏ．１、議案書の２２ページから２４ページまでをご覧願います。

本案は、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員に関

する育児休業期間の拡充及び特別の事情に該当する要件が追加されたことなどから、こ

れに従いまして改正するものであります。

内容につきましては、特別の事情に該当する場合、現行の子の１歳６月までとしてい

る育児休業期間を２歳までとする期間の拡充を図るものであります。

また、保育所等の利用を希望しているものの、当面その利用ができない場合を、特別

の事情に該当する要件として追加するものであります。

このほか、文言整理など所要の見直しを行うもので、公布の日から施行するものであ

ります。

２５ページと２６ページになります。

議案第１６２号、大仙市南外多目的集会施設設置条例の一部を改正する条例の制定に

つきましては、本市の公共施設等総合管理計画に基づき、南外赤平地域多目的集会所を

地元自治会に無償譲渡するため廃止するもので、譲渡を予定している平成３０年４月１

日から施行するものであります。

２７ページから３３ページまでになります。

議案第１６３号、大仙市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につきまし

ては、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、新たに条例を

整備するものであります。

内容につきましては、一定期間において、専門的な知識経験を必要とする業務や業務

量の増加が見込まれる業務、育児休業などにより休業する職員の業務の代替として必要

な人材を任期付職員として採用することができるよう条例規定するもので、公布の日か

ら施行するものであります。

続きまして、３４ページから４６ページまでをご覧願います。

議案第１６４号大仙市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴

う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、本市の下水道事業を平成３０年

度から経営形態を地方公営企業法に基づく公営企業に移行することに伴い、関係条例を

整備するものであります。



- 26 -

内容につきましては、既に公営企業化している水道事業と下水道事業を組織統合し、

新たに上下水道事業管理者を設置するほか、所要の改正を行うもので、一部を除き平成

３０年４月１日から施行するものであります。

続きまして、４７ページの議案第１６５号から５７ページの議案第１７５号までにつ

きましては、今年度をもって指定管理期間が満了する施設の更新について、地方自治法

の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。

はじめに、議案第１６５号、太田北部墓園の指定管理者の指定につきましては、太田

町北部墓園墓地使用者組合に、議案第１６６号、太田東部墓園の指定管理者の指定につ

きましては、太田町東部墓園墓地使用者組合に、議案第１６７号、太田ふれあいの里及

び太田農村体験の里の指定管理者の指定につきましては、大仙市太田四季の村むつみ・

わらび座管理運営共同企業体に、議案第１６８号、大仙市西仙北高齢者ふれあいセン

ターの指定管理者の指定につきましては、社会福祉法人大仙市社会福祉協議会に、議案

第１６９号、水沢世代交流福祉館の指定管理者の指定につきましては、水沢温泉運営委

員会に、議案第１７０号、中淀川世代交流福祉館の指定管理者の指定につきましては、

中淀川自治連絡協議会に、議案第１７１号、荒川福祉会館の指定管理者の指定につきま

しては、荒川福祉会館運営委員会に、議案第１７２号、沢内高齢者健康増進ふれあい館

の指定管理者の指定につきましては、沢内自治会に、議案第１７３号、大仙市健康文化

活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指定管理者の指定につきましては、株式会社ＴＭ

Ｏ大曲に、議案第１７４号、神岡中央公園（屋内多目的施設）等の指定管理者の指定に

つきましては、特定非営利活動法人大仙スポーツクラブに、議案第１７５号、大仙市西

仙北緑地運動広場野球場等の指定管理者の指定につきましては、株式会社オーエンスに、

それぞれ指定管理させるものであります。

指定管理期間は、いずれも平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年

間であります。

５８ページになります。

議案第１７６号、平成２９年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更につき

ましては、一般会計から繰り入れる事業資金の上限額を９，８６８万７千円以内から１

億６８万７千円以内に改めることにつきまして、地方財政法の規定に基づき、議会の議

決をお願いするものであります。

続きまして、お手元の資料Ｎｏ．３の「大仙市補正予算書〔１２月補正②〕」をご覧
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願います。

１ページになります。

議案第１７７号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）について、ご説

明申し上げます。

今回の補正予算は、事業見直しにより実施年度を先送りする施設整備費補助金の減額

や、大雨災害に伴う被災施設復旧経費、水害対策費などについて補正を行うものであり、

歳入歳出予算の総額からそれぞれ３億２，６２６万５千円を減額し、補正後の予算総額

を５０３億３，１５２万４千円とするものであります。

４ページをお願いいたします。

繰越明許費につきましては、排水ポンプ設置工事費に係る水害対策費について繰越明

許費の設定をお願いするものであります。

債務負担行為の補正につきましては、雪解け後の道路等の維持補修を速やかに行うた

めの道路維持管理費及び交通安全施設整備費のほか、太田ふれあいの里及び太田農村体

験の里など７件の指定管理料について債務負担行為の追加をお順いするものであります。

それでは補正予算の概要について、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し上

げます。

９ページになります。

１４款国庫支出金は、特別障がい者手当等給付費負担金、社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金などとして９７７万４千円の補正、１５款県支出金は、地域密着型

サービス施設整備事業費補助金、緊急農村整備事業費補助金などとして２億６１６万４

千円の補正、１０ページになりますが、１７款寄附金は、教育費、民生費、観光費寄附

金として８９万円の補正、１９款繰越金は、前年度繰越金として９，７３７万８千円の

補正、２０款諸収入は、建物損害共済金などとして４９２万９千円の補正、２１款市債

は、障がい者施設整備事業債、公園及び林業施設災害復旧事業債として６億４，５４０

万円の減額補正であります。

次に、歳出について、ご説明申し上げます。

２款総務費は、６０１万１千円の補正であります。

内容といたしまして、市税還付金は、過年度分の修正申告等に伴う還付金として

１７４万５千円の補正、住民基本台帳システム管理運営経費は、マイナンバーカード等

への旧姓併記に係るシステム改修経費として４２６万６千円の補正であります。
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１２ページになります。

３款民生費は、６億５，７１４万６千円の減額補正であります。

主な内容といたしまして、かわ舟の里角間川改築事業費補助金は、事業の見直しによ

り、今年度予定していた本体工事等の工事内容を来年度に先送りすることに伴う市補助

金として６億９，８６２万１千円の減額補正、地域密着型サービス事業所整備事業費補

助金は、看護小規模多機能型居宅介護事業所整備等に係る補助金として３，７５８万９

千円の補正であります。

６款農林水産業費は、鮭資源等確保活用事業費といたしまして、さけ・ます種苗放流

手法改良調査事業に係る経費として１３７万７千円の補正であります。

１４ページになります。

７款商工費は、寄附採納に伴う財源振替であります。

９款消防費は、水害対策費といたしまして、内水の排水機能を強化する排水ポンプの

設置に係る経費として１億１，７９７万２千円の補正であります。

１６ページになります。

１０款教育費は、８３１万９千円の補正であります。

主な内容といたしまして、教育振興費補助金は、各種大会派遣費補助金として、小学

校費において１５０万８千円の補正、中学校費において２０５万円の補正、その他体育

施設改修事業費は、大曲武道館解体工事実施設計委託料として２３６万１千円の補正で

あります。

１１款災害復旧費は、１億９，７２０万２千円の補正であります。

内容といたしまして、公園施設災害復旧事業費（補助分）は、大雨により被害を受け

た西仙北地域大佐沢公園の災害復旧工事について、測量調査結果を踏まえ、工法等の変

更による工事費の増加分として５９５万２千円の補正、農地農業用施設災害復旧事業費

（単独分）は、大雨により被害を受けた南外ダム下流の警報装置復旧工事を県営事業で

実施することに伴う負担金として５５４万４千円の補正であります。

また、農地等災害復旧事業費補助金は、大雨により被害を受けた農地・農業用施設の

災害復旧に係る経費に対し、農家等の負担軽減を図るため、県単独事業である農地・農

業用施設小災害支援事業として１億２，５８５万２千円の補正、林業施設災害復旧事業

費（補助分）は、大雨により被害を受けた林道の国の災害査定により、増額となる復旧

工事費として５，９８５万４千円の補正であります。
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続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。

２１ページになります。

議案第１７８号、平成２９年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、大曲スキー場のリフト原動機足場の破損や大台スキー場における受水槽の

ポンプ故障などの修繕に多額の経費が必要となったことなどから、今後、シーズン中の

設備等の故障に対応するための予算不足が見込まれるため、各スキー場の設備等修繕経

費の補正をお願いするもので、歳入歳出の予算総額にそれぞれ２００万円を追加し、補

正後の予算総額を１億７５万３千円とするものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【今野総務部長 降壇】

○議長（茂木 隆） これにて、本定例会に上程された議案についての説明が終了いたし

ました。

○議長（茂木 隆） お諮りいたします。議案等調査のため、１１月２９日から１２月６

日まで８日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木 隆） ご異議なしと認めます。よって、１１月２９日から１２月６日まで

の８日間、休会することに決しました。

○議長（茂木 隆） 以上で本日の日程は、全て終了しました。

本日はこれをもって散会し、来たる１２月７日、本会議第２日を定刻に開議いたしま

す。

ご苦労様でした。

午後 １時２６分 散 会
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